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二本松市特定事業主行動計画 

【第５次前期計画】 
Ⅰ 総 論 
 
１ 計画策定の目的 
 ⑴ 次世代育成支援対策推進法に基づく策定 
   次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づいて、

平成１７年４月に前期計画、平成２２年４月に後期計画、平成２８年３月

に第３次計画、令和３年３月に第４次計画を策定し、ワークライフバラン

スの実現や子育て環境の改善を図るため、具体的な取組内容を定め推進し

てきたところである。 
   第５次前期計画策定にあたっては、第４次計画の課題について引き続き

検証し、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、社会現況に

応じるとともに、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ

着実に推進するものとする。 
 ⑵ 女性活躍推進法に基づく策定 
   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６

４号）に基づいて、上記⑴と一体的な行動計画として、令和３年３月に「二

本松市特定事業主行動計画（第４次）」を策定し、毎年、その実施状況につ

いて、市ウェブサイト上に公表してきたところである。 
   第５次前期計画策定にあたっては、第４次計画の課題について引き続き

検証するとともに、令和７年６月の女性の職業生活における活躍の推進に

関する法律の改正を踏まえ、女性職員の活躍に向けた動きを更に加速して

いくための施策を推進するものとする。 
 ⑶ 目的の総括 
   次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律に基づき、職員一人ひとりが子育て環境改善の必要性を理解し、

助け合っていくという意識付け及び女性が活躍できる職域の拡大の推進を

図るものとして具体的な目標となる数値を掲げ、双方の計画の実行性を確

保することを目的とするものである。 
 
２ 計画期間 
  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とし、計画期間

内においても情勢の変化に応じ、必要な見直しを行うこととする。 
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３ 計画の推進体制 
  第５次前期計画を効果的に推進するため、総務部人事行政課を中心として、

年度ごとに取組みの進捗状況を把握・点検し、市ウェブサイトにより公表す

るなど、適正な進行管理を行うことで、計画を着実に推進する。 
  また、職員一人ひとりが計画を実行する一員として、自分の役割を意識し

て取り組むことで、すべての職員がその個性と能力を十分に発揮し、活躍で

きる職場を実現する。 
 ⑴ 事業主（各任命権者） 
  ① ワークライフバランスの実現に向けた取組実施。 
  ② 育児・介護と仕事の両立支援のための取組実施。 
  ③ 女性活躍推進の取組実施。 
 ⑵ 全職員 
  ① 自身の働き方、休み方を見直す（業務改善等）。 
  ② 休暇制度への理解を深める。 
  ③ 職場内の相互理解、支えあいの意識を高める。 
 ⑶ 所属長（管理職・係長職） 
  ① 所属長自身の意識を改革する。 
  ② 職員の働き方、休暇取得に向けた意識啓発を図る。 
  ③ 職場内の相互理解、支えあい風土を醸成する。 
  ④ 育児・介護中の職員のサポート体制を推進する。 
 ⑷ 育児・介護中の職員 
  ① 各種制度を理解し、積極的に活用する。 
  ② 仕事と家庭の両立に向け努力する。 
  ③ 職場や周囲のサポートに対し、感謝の気持ちを伝える。 
 
Ⅱ 具体的な内容 
 
１ 職員の勤務環境に関するもの 
 ⑴ 妊娠中及び出産後における配慮 
  ① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制

度について周知徹底を図る。 
  ② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。 
  ③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。 
  ④ 妊娠中の職員及び妊娠中の配偶者のいる職員に対しては、本人の希望

に応じ、超過勤務を原則として命じないこととする。 
  ⑤ 妊娠中及び出産後の人員配置を考慮する。 
 



3 

 ⑵ 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 
  ① 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進につ

いて周知徹底を図る。 
  ② 父親が子どもの出生時に休暇を取得できるようにする。 
 ⑶ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 
  ① 育児休業及び部分休業制度等の周知 
   ア 育児休業等に関する資料を各部局に通知・配付し、制度の周知を図

るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底

を図る。 
   イ 妊娠を申し出た職員に対し、個別に育児休業等の制度・手続につい

て説明を行う。 
  ② 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 
   ア 担当課から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職場の意

識改革を行う。 
   イ 育児休業の取得申し出があった場合、事例ごとに当該部課等におい

て業務分担の見直しを行う。 
  ③ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 
   ア 育児休業中の職員に対して、休業期間中の広報紙や通知等の送付等

を行う。 
   イ 復職時に必要な研修等を実施する。 
  ④ 育児休業等に伴う任期付採用及び会計年度任用職員制度等の活用 
   ア 育児休業等の請求があった場合に、部内の人員配置等によって当該

職員の業務を処理することが難しいときは、任期付採用及び会計年度

任用職員制度の活用を図る。 
  ⑤ 介護休暇及び短期看護休暇制度の周知等 
    介護離職等による有用な職員の流出を防ぐため、休暇制度を周知する

とともに、休暇を取得できるような職場環境の整備及び休暇取得による

キャリアへの影響に関する情報提供等の支援を行う。 
 
 ⑷ 超過勤務の縮減 
  ① 小学校就学始期に達するまでの子どもがいる職員に対して、職業生活

と家庭生活の両立を支援するための深夜勤務及び超過勤務の制限の制度

について周知徹底を図る。 
  ② ノー残業デー等の実施 
   ア ノー残業デーについて、庁内放送及びガルーン掲示板等による注意

喚起を図り定時退庁を推進する。 
   イ 定時退庁ができない職員が多い部課等を人事当局が把握し、管理職
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員への指導の徹底を図る。 
   ウ 午後４時以降の会議を原則行わないものとし、定時に退庁できるよ

う配慮する。 
  ③ 事務の簡素合理化の推進 
   ア 会議・打合せについては極力、ガルーン掲示板等を活用し、不必要

な会議や打合せの設定をしないものとする。 
   イ 定例・恒常的業務に係る事務処理マニュアル化を図る。 
   ウ 常に業務の工夫、見直しを行い、事務の能率的、効率的執行に努め

る。 
  ④ 超過勤務の縮減のための意識啓発等 
   ア 各課等の超過勤務の状況を人事当局で把握し、超過勤務の多い職場

の管理職からのヒアリングを行った上で、改善措置を講ずる。 
   イ 管理職員に対する意識向上のための自己診断チェックリストの作

成・配付を行う。 
   ウ 所属長は、職員の週休日勤務における代休の処理について、代休日

を指定するなど、事前命令と代休取得を徹底する。 
   エ 所属長は、職員の超過勤務時間を把握し、条例・規則で定められた

上限時間を超えた超過勤務命令は行わないものとする。 
 
 ◎ 以上のような取組を通じて、各職員の１年間の超過勤務時間数について、

上限１５０時間（令和６年度の上限時間超過者８５人）を目標とする。 
 
 ⑸ 休暇の取得の促進 
  ① 年次休暇の取得の促進 
   ア 安心して職員が年次休暇の取得ができるよう、事務処理において相

互応援ができる体制を整備する。 
   イ 各部課等で業務計画を策定周知することにより、職員の計画的な年

次休暇の取得促進を図る。 
   ウ 各部課等において、概ね四半期毎に休暇計画表を作成し、計画的な

年次休暇の取得促進を図る。 
  ② 連続休暇等の取得の促進 
   ア 休日に金曜・月曜日を組み合わせて年次休暇を取得する連続休暇取

得の促進を図る。 
   イ 子どもの予防接種実施日や学校行事参加における特別休暇に合わせ

て年次休暇の取得促進を図る。 
   ウ 国民の祝日や夏季休暇と併せた年次休暇の取得促進を図る。 
   エ 勤続２０周年等の節目に、年次休暇を利用したメモリアル休暇の取
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得促進を図る。 
   オ 年次休暇を利用したリフレッシュ休暇の取得促進を図る。 
   カ 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年

次休暇の取得促進を図る。 
  ③ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進 
   ア 子育て支援休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望

する職員に対して、１００％取得できる雰囲気の醸成を図る。 
   イ 特別休暇の取得を促進するため職場環境を整備する。 
 
◎ 以上の取組を通じて、職員１人当たりの年次休暇の取得目標を１２日以上

（令和６年平均取得日数１１．１日）とする。 
 
 ⑹ 固定的な性別役割分担意識及び仕事優先の固定的な考え方の是正のため

の取組 
  ① 特定職員による職場でのお茶くみ廃止等について周知徹底を図る。 
  ② ハラスメント防止のための取組みについて周知徹底を図る。 
  ③ 男性が育児に参画する意識の醸成を図る。 
 ⑺ メンタルヘルス対策への取組 
   ストレスチェックを含めたメンタルヘルス対策を実施し、ストレス過多

にある者について、職場環境の改善及び安定した家庭環境の充実を図るた

めの休暇の取得を推進し、職員個人のストレスの軽減を図る。 
 
２ その他の次世代育成支援対策に関する事項 
 ⑴ 子育てしやすい環境の整備 
   子どもを連れた人が安心して来庁できるよう、子育てバリアフリーや子

ども・子育てに関する地域貢献活動を推進し、子育てしやすい環境整備を

図る。 
 ⑵ 子どもとふれあう機会の充実 
  ① 職員共助会等のレクリェーション活動の実施に当たっては、子どもを

含めた家族全員が参加できるように配慮する。 
  ② 地域での親子交流行事等に参加できるようにする。 
 
３ 女性職員の活躍の推進に関するもの 
 ⑴ 採用について 
  ① 女性の職業選択に資する情報を市ウェブサイトで公表するとともに女

性が活躍できる業務であることを各種学校等に周知する。 
  ② 引き続き採用試験の受験者の女性割合５０％以上を目指す。（平成７年
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度５０．７％） 
 ⑵ 女性の人材確保、育成について 
  ① 令和１２年度までに積極的な女性の採用を図るとともに、総職員数に

占める女性の割合を５％程度引き上げる（令和７年度一般行政職の女性

割合４２．２％）。 
  ② 令和１２年度までに女性管理職の登用割合（令和７年度３０．８％）

を引き上げることを目的に、役職の段階における人材育成を行う。 
 ⑶ 職場環境の整備について 
  ① 人的環境の整備 
   ア ハラスメントの防止に向け、職員に対する研修や周知啓発を行うと

ともに、相談体制の整備と通じて、ハラスメントが起こらない職場環

境づくりを推進する。 
   イ 女性特有の健康上の特性に配慮し、体調不良時に利用できる休暇制

度や時間単位の休暇制度について周知を行うとともに、必要に応じて

勤務上の配慮がなされる職場環境づくり等の取組を進める。 
   ウ 勤務において男性、女性による得手、不得手について配慮し、業務

を遂行する。 
  ② 施設環境の整備 
    女性が不自由なく勤務できるよう、既存施設の改善を図るとともに、

新たに建築する施設については、女性も男性同様に勤務できるよう最大

限配慮をする。 
 ⑷ 女性が活躍するための男性職員の育児参画の推進について 
   次世代育成支援体制に併せ、女性が社会の現場でより活躍し、行動して

いくために、男性パートナーへ育児に対する配慮を行う。 
  ① 育児休業等を利用したことによって、人事評価や昇格・昇給に不利益

がないことを職員に周知する。 
  ② 男性の育児休業取得の促進に向けて、管理職員を対象にした意識改革

や職場マネジメントに関する研修を実施する。また、人事担当職員に当

該研修等を積極的に受講させる。 
  ③ 令和１２年度までに、男性の育児休業（取得期間２週間以上）の取得

率８５％（令和６年度５０％）及び男性の配偶者出産休暇等取得率１０

０％（令和６年度２５％）を目標とする。 
 
４ 会計年度任用職員の取組み 
  常勤、非常勤に関わらず、全ての職員が働きやすい環境を整備するため、

会計年度任用職員についても安心して育児・介護に取り組めるよう、各種休

暇制度の周知を図り、両立支援を進める。 


